
承 認 第 １ 号  

 

 

 

 

 

専 決 処 分 書 

 

 令 和 ７ 年 度 岩 沼 市 一 般 会 計 予 算 歳 入 の う ち 、 国 庫 支 出 金 に つ

い て 増 が 生 じ 、 ま た 、 歳 出 の う ち 、 民 生 費 に つ い て 増 が 生 じ た

の で 、 既 定 予 算 の 補 正 （ 第 ６ 号 ） を 要 す る が 、 議 会 を 招 集 す る

時 間 的 余 裕 が な い の で 、地 方 自 治 法（ 昭 和 ２ ２ 年 法 律 第 ６ ７ 号 ）

第 １ ７ ９ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 、 別 紙 の と お り 専 決 処 分 す る 。  

 

 

 

 

 

      令 和 ７ 年 １ ２ 月 ２ ２ 日  

 

       岩 沼 市 長  佐  藤  淳  一  

 

 

 

 

 

 

写   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

令 和 ７ 年 度 

 

岩 沼 市 一 般 会 計 補 正 予 算 

 

（第 ６ 号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



令和７年度岩沼市一般会計補正予算（第６号） 

 

令和７年度岩沼市の一般会計補正予算（第６号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１４４，８０２千円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２１，６５２，６６０千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入 

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 
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歳　入 （単位：千円）

款 項

15 国 庫 支 出 金 3,887,651 144,802 4,032,453

 2 国 庫 補 助 金 1,079,789 144,802 1,224,591

0

21,507,858 144,802 21,652,660

第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正

既 定 額 補 正 額 計

歳 入 合 計

補正されなかった款項に係る額 17,620,207 17,620,207
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歳　出 （単位：千円）

款 項

 3 民 生 費 8,840,705 144,802 8,985,507

 2 児 童 福 祉 費 4,289,405 144,802 4,434,207

0

21,507,858 144,802 21,652,660

既 定 額 補 正 額 計

歳 出 合 計

補正されなかった款項に係る額 12,667,153 12,667,153
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１　総　括

歳　入 （単位：千円）

15 国 庫 支 出 金 3,887,651 144,802 4,032,453

17,620,207 0 17,620,207

21,507,858 144,802 21,652,660

一、　歳入歳出補正予算事項別明細書

款 既 定 額 補 正 額 計

歳 入 合 計

補正されなかった款に係る額
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歳　出

款

 3 民 生 費 8,840,705 144,802 8,985,507

12,667,153 0 12,667,153

21,507,858 144,802 21,652,660

補正されなかった款に係る額

歳 出 合 計

既 定 額 補 正 額 計
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（単位：千円）

144,802

144,802

そ の 他

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一 般 財 源

国 県 支 出 金 地 方 債
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２　歳入

15款 国庫支出金

 2項 国庫補助金

節   

目

 2 民生費国庫補助金 189,586 144,802 334,388  2 児童福祉費 144,802

補助金

計 1,079,789 144,802 1,224,591

既 定 額 補 正 額 計
区 分 金 額
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（単位：千円）

  

物価高対応子育て応援手当支給事業費補助金 141,200

　　　<充当先> 3  2  2  物価高対応子育て応援手当事業 141,200

物価高対応子育て応援手当支給事務費補助金 3,602

　　　<充当先> 3  2  2  物価高対応子育て応援手当事業 3,602

説 明

（15款） 国庫支出金 （ 2項） 国庫補助金
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３　歳出

 3款 民生費

 2項 児童福祉費

目

 2 児童手当費 1,494,108 144,802 1,638,910 144,802

計 4,289,405 144,802 4,434,207 144,802

国県支出金 地 方 債 そ の 他

既 定 額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一般財源
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(単位：千円)

節       

 3 職員手当等 570 物価高対応子育て応援手当事業 144,802

10 需用費 888

11 役務費 2,144

19 扶助費 141,200

区 分 金 額
説 明

（ 3款）民生費 （ 2項）児童福祉費
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１.　一　般　職

(1)総　　括

 ア　会計年度任用職員以外の職員

職員数

(人) 給　料 職員手当 計

(6)

332

(6)

332

0

0

※（　）内は短時間勤務職員で外書き

区　分 扶養手当 住居手当 通勤手当
特殊勤務
手　　当

時 間 外
勤務手当

地域手当 管理職手当

補正後 27,624 29,847 22,960 115 88,271 1,647 23,977

補正前 27,624 29,847 22,960 115 87,701 1,647 23,977

比　較 0 0 0 0 570 0 0

区　分
管理職員特
別勤務手当

期末手当 勤勉手当 児童手当
単身赴任
手　　当

災害派遣
手　　当

在宅勤務
手　　当

補正後 690 265,848 218,045 19,430 0 0 0

補正前 690 265,848 218,045 19,430 0 0 0

比　較 0 0 0 0 0 0 0

 イ　会計年度任用職員

期末手当

勤勉手当

98,549

82,793

98,549

82,793

0

0

※（　）内は短時間勤務職員で外書き

二、　給　与　費　明　細　書

補正後 504,343

(313)

比　較 0 0 0 00

補正前 504,343 685,685 117,226 802,911

685,685 117,226 802,911

(単位：千円)

給　　与　　費

備　考

(313)

職
　
員
　
手
　
当
　
の
　
内
　
訳

1,200,011 2,261,8001,897,895697,884 363,905

比　較 0

合　計

570

備　考

1,200,011 1,898,465 2,262,370698,454 363,905

(単位：千円)

区　分

補正後

補正前

給　　与　　費
共済費

570 570 0

区　分 共済費 合　計
報酬 計

職員数
（人）
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(2)　給料及び職員手当の増減額の明細

増減額 説　　　明

0 給与改定に伴う -

増減分

昇給に伴う増加 -

分

その他の増減分 -

職員手当 570 制度改正に伴う -

増減分

その他の増減分 570 物価高対応子育て

応援手当事業に係る

時間外勤務手当分

区　　分 増減事由別内訳

給　　料

(単位：千円)

備　　　　　　　考
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(3) 給料及び職員手当の状況

ア　職員1人当たり給与

※短時間勤務職員を除く

イ　初　任　給

行政職（行一）

平均給料月額(円)

区　　　　　　　　　　　　分

平均給与月額(円)

平均給料月額(円)

平均給与月額(円)

平 均 年 齢 ( 歳 )

299,454

令和７年１２月１日現在○

労務職（行二）

304,700

332,558

労務職（行二）(円)

国　　の　　制　　度

区　　　分 行政職（行一）(円) 労務職（行二）(円)

353,909 331,579

高　校　卒

220,000

令和７年５ 月１ 日現 在○

行政職（行一）(円)

平 均 年 齢 ( 歳 )

51歳11月

300,077 304,700

51歳4月38歳11月

188,000 185,700

344,745

39歳6月

大　学　卒

188,000

220,000

185,700
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ウ　級別職員数

(  ) (  ) (1) (4) (3) (  ) (  )

51 75 103 31 19 21 9

(  ) (  ) (12.5) (50.0) (37.5) (  ) (  )

16.5 24.3 33.3 10.0 6.1 6.8 2.9

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  )

0 0 7 3 0 0 0

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  )

0.0 0.0 70.0 30.0 0.0 0.0 0.0

(  ) (  ) (1) (4) (3) (  ) (  )

51 75 107 32 19 21 9

(  ) (  ) (12.5) (50.0) (37.5) (  ) (  )

16.2 23.9 34.1 10.2 6.1 6.7 2.9

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  )

0 0 7 3 0 0 0

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  )

0.0 0.0 70.0 30.0 0.0 0.0 0.0

※（　）内は短時間勤務職員で外書き

(級別の基準となる職務)

労務職（行二）

職　員　数　(人)
0

10

構　成　比　(％)
0

100.0

0

100.0

行政職（行一）

職　員　数　(人)
(8)

309

構　成　比　(％)
(100)

100.0

100.0

3　級 4　級 5　級 6　級

職　員　数　(人)

1　級 2　級

0

10

構　成　比　(％)

7　級

令和7年5月1日
　　　現　　在

令和7年12月1日
　　　現　　在

行政職（行一）

職　員　数　(人)

労務職（行二）

(8)

314

構　成　比　(％)
(100)

合計

係　　長
主　　査

課長補佐・主幹
課　　　長
副　参　事

部　　長
参　　事

級○

行政職（行一） 主　事・技　師

　区　　分
6級 7級4級 5級1級 2級 3級

区　　分
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エ　昇　給

合計 行政職（行一） 労務職（行二）

332 322 10

283 274 9

283 274 9

　比　　　　　　　　　　 　　率　(B)/(A)　(%) 85.2 85.1 90.0

332 322 10

283 274 9

283 274 9

　比　　　　　　　　　　 　　率　(B)/(A)　(%) 85.2 85.1 90.0

※短時間勤務職員を除く

オ　期末手当・勤勉手当

(2.400)
4.600

(2.400)
4.600

(2.400)
4.600

※（　）内は再任用職員の標準的な支給率

(1.200)

 2号給(人)

12月(月分)

(1.200)
2.300

2.300
(1.200)

　職　　　　　員　　　　　数　　  　(A)　(人)

　昇  給  に  係  る  職  員  数    (B)  (人)

(1.200)

区　　分

 6号給(人)

2.300

 8号給(人)

　号　給　数　別　内　訳○

 2号給(人)

　号　給　数　別　内　訳

補　正　後

(1.200)

 6号給(人)

 8号給(人)

 4号給(人)

補
　
正
　
後

補
　
正
　
前

補　正　前

　職　　　　　員　　　　　数　　  　(A)　(人)

　昇  給  に  係  る  職  員  数    (B)  (人)

区　　　　　　　　　　　　分

 4号給(人)

備　　考

2.300
国 の 制 度

職制上の段階、
職 務 の 級 等 に
よ る 加 算 措 置

支給率計
(月分)

有
2.300

支　給　期　別　支　給　率

有

有
(1.200)
2.300

6月(月分)
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カ　定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

加算措置等

(2%～20%加算）

キ　特殊勤務手当

ク　その他の手当

区　　　　　分

支　 給　 率　 等

その他の

47.709

区　　　　　　　分

給料総額に対する比率(%)

47.709

47.709

25年勤続の者
(月分)

差　　　異　　　の　　　内　　　容

(令和7年12月支給分)
0.012 0.007 0.079

国の制度との異同

同　　　じ

住　居　手　当

通　勤　手　当

区　　　　　分

扶　養　手　当

最高限度
(月分)

35年勤続の者
(月分)

労務職（行二）行政職（行一）

代　表　的　な　職　種

一部異なる

定年前早期
退職特例措置

定年前早期
退職特例措置
(定年前1年につき3%を

2,000円～27,800円(国の制度2,000円～31,600円)

上限とした割合加算)

47.709

同　　　じ

33.27075

33.27075

20年勤続の者
(月分)

24.586875

24.586875国の制度(支給率等)

(令和7年12月支給分)

代表的な特殊勤務手当の名称

全　職　種

2.2

支給額の多い手当……心身障害児業務手当
多くの職員に支給されている手当……清掃作業手当

20.01.3
支給対象職員の比率(%)
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